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子育て支援のお知らせ

　
平
成
31
年
度
の
対
象
者
に
は
、
３
月
末
に
予
診
票
を
郵
送
し
ま
し
た
。
接
種
希
望
者

は
、
予
診
票
を
持
参
の
う
え
、
同
封
し
た
通
知
に
記
載
の
実
施
医
療
機
関
で
接
種
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
に
届
く
通
知
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
既
に
接
種
を
し
て
い
る
方
に
も
予
診
票
が
届
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

  

平
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高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
を
実
施

★
健
康
推
進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
24-

２
０
０
３

●
対
象
者

①
平
成
31
年
度
65
・
70
・
75
・
80
・
85
・

90
・
95
・
１
０
０
歳
以
上
に
な
る
方

（
２
０
２
０
年
３
月
31
日
現
在
）

※
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
は
３
月
31
日
に

満
年
齢
に
達
し
ま
す
。

②
接
種
日
時
点
で
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の

方
で
、
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
の
機

能
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
免
疫
機
能
に
一
定
の
障
害
を
有
す
る

方
※
既
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
23
価
肺
炎

球
菌
莢き

ょ
う
ま
く膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ

ン
）
の
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
方
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
（
実
費
の
場
合
も
含

み
ま
す
）。

●
接
種
期
間　
４
月
１
日
㈪
～
２
０
２
０

年
３
月
31
日
㈫

※
①
の
対
象
者
は
、
接
種
期
間
内
で
あ
れ

ば
、
誕
生
日
を
迎
え
る
前
で
も
接
種
で
き

ま
す
。

※
②
の
対
象
者
で
こ
れ
か
ら
60
歳
を
迎
え

る
方
は
、
接
種
日
に
満
60
歳
で
な
い
と
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
接
種
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
、
又
は
２
回

目
以
降
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
今
年
度
接
種
し
な
か
っ
た
場
合
、
来
年

度
以
降
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
自
己
負
担
額　
２
、０
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
の
方
、
中
国
残
留
邦
人

等
支
援
受
給
者
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災

さ
れ
た
方
は
無
料
。

●
接
種
回
数　
１
回
の
み

※
か
か
り
つ
け
医
が
埼
玉
県
内
の
他
市
町

村
に
い
る
場
合
、
埼
玉
県
の
接
種
協
力
医

で
あ
れ
ば
接
種
で
き
ま
す
。
接
種
協
力
医

に
つ
い
て
は
、
か
か
り
つ
け
医
又
は
健
康

推
進
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　子ども医療費の年齢拡大に伴い、新しい受給資
格証（薄緑色）を送付しました。４月１日以降は
新受給資格証を使用してください。
※新受給資格証の有効期間は「平成」で表記され
ていますが、改元後も引き続き使用いただけます。

【子ども医療費の登録申請はお済みですか？】

　子ども医療費の支給対象年齢拡大に伴い、新た
に対象となった子どもには登録の案内を送付して
あります。
　登録をしないと、対象年齢でも受給することが
できませんので、まだ手続きをしていない方は申
請してください。
※６月 28 日㈮までに申請した場合は、有効期間
の始期が４月１日まで遡ります。それ以降は、申
請日からの適用となりますのでご注意ください。

子ども医療費
受給資格証が変わります

子育て支援課☎ 25- １１３０
支所市民福祉課☎ 72- １３３３

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の手当額改定

子育て支援課☎ 25- １１３０

　４月分（2019 年８月振込分）以降からの児童扶養手当・
特別児童扶養手当の手当額が変更になります。 
児童扶養手当（月額）
●子どもが１人の場合
全部支給：42,500 円→ 42,910 円
一部支給：42,490 円～ 10,030 円→ 42,900 円～ 10,120 円
●子どもが２人目の加算額
全部支給：10,040 円→ 10,140 円
一部支給：10,030 円～ 5,020 円→ 10,130 円～ 5,070 円
●子どもが３人目以降の加算額（１人につき）
全部支給：6,020 円→ 6,080 円
一部支給：6,010 円～ 3,010 円→ 6,070 円～ 3,040 円
特別児童扶養手当（月額）
●１級　51,700 円→ 52,200 円
●２級　34,430 円→ 34,770 円

●本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所
　☎ 23- ３３２２

　本庄市保健センター内で、内科系の比較的症状が軽く、
入院の必要がない方の診療を行います。
※診療以外に関する問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

▼診療日　　 日曜・休日・年末年始（12/30 ～１/ ３）・
　　　　　 　平日木曜日夜間

▼診療時間　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時
　　　　　　～ 10 時（平日木曜日夜間は午後８時～ 10 時）

●在宅当番医療機関　▶診療時間  午前９時～正午
４月７日㈰ 田所医院 けや木１丁目 ☎22-３４４５
４月14日㈰ 辻クリニック 上里町七本木 ☎35-１１１６
４月21日㈰ 寺坂医院 西富田 ☎22-３３４３
５月12日㈰ 中沢皮膚科 東台２丁目 ☎22-１１１２

●困ったときは電話相談を！
ほんじょう健康相談ダイヤル 24（相談料・通話料無料）
☎ 0120-122-885
　健康・医療・出産・育児・介護などの相談、医療機関
情報の提供を行います。（市内在住者が対象）

▼受付時間　24 時間・年中無休

埼玉県救急電話相談（通話料利用者負担）
☎＃ 7119
　救急医療相談に看護師が対応します。健康相談・育児
相談には対応しません。（大人・小児共通）
※ IP 電話、ひかり電話、ダイヤル回線からは☎ 048-824-4199

▼受付時間　24 時間・年中無休
下記の電話番号からも救急電話相談が利用できます。
○大人の救急電話相談　＃ 7000
○小児救急電話相談　＃ 8000 又は☎ 048-833-7911

休日・夜間の急病のときは…

医療メモ 本庄市児玉郡医師会広報部　尿失禁　　　

★ 119 番は緊急時（火災やけが人など）の受付専門電
話番号です。医療機関情報については、児玉郡市広域消
防本部指令課☎ 24- １１１９でご案内していますので
ご利用ください。診療科目によっては県外や児玉郡市以
外の病院をご案内する場合もあります。

　尿失禁とは、無意識のうちに、又は意思に反して尿が漏
れる状態です。
　その代表的なものに腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、溢

いつりゅう

流
性 ( 奇異性 ) 尿失禁があります。
　咳やくしゃみをしたとき又は縄跳びや重いものを持ち上
げたとき思わず漏れてしまうことはありませんか。これは
中・高年以降の女性で特に経産婦・肥満の方に多くみられ
る腹圧性尿失禁です。加齢とともに女性ホルモンが低下し、
出産にて骨盤底筋がゆるんだりした状態に急に腹圧が加わ
るときにおこる尿失禁です。この腹圧性尿失禁は軽度のも
のに対しては括約筋を鍛える骨盤底筋体操だけで良くなり
ます。体操だけでは十分効果が得られない場合は、尿道の
緊張を高める薬や、膀胱の収縮を抑える薬を使います。骨
盤底筋体操や内服治療でほとんどの方は治ります。それで
も失禁が治らない方には尿道を吊り上げる手術がなされた
りします。
　また、尿意切迫感とともに不随意の膀胱排尿筋収縮が生
じることで起きる失禁を切迫性尿失禁といいます。最近よ
く過活動膀胱という言葉をテレビなどで耳にします。過活
動膀胱は尿意切迫感を主症状とした症候群ですが尿失禁を
伴うこともあります。尿意切迫感を伴う膀胱炎、膀胱結石、 

膀胱腫瘍、間質性膀胱炎などは含まれませんが、前立腺肥
大症や神経因性膀胱によるものは含まれます。ちょっと複
雑ですが、この切迫性尿失禁には膀胱の収縮を抑制する薬

（抗コリン剤 ) や膀胱容量を大きくしたりする薬 ( β 3 ア
ドレナリン受容体作動薬 ) が有効です。
　もう一つは膀胱から尿が排泄できない尿閉で、尿がタラ
タラと溢れ出る尿失禁で溢流性 ( 奇異性 ) 尿失禁といいま
す。これは前立腺肥大症や神経因性膀胱といった脳卒中や
骨盤内手術による神経損傷で起こる排尿・畜尿障害の患者
さんにみられる尿失禁です。
　このような患者さんはおしっこが近い、下腹部が痛いと
訴えて受診することが多いのですが、高熱を伴う細菌性前
立腺炎で菌血症を発症していることもあります。また、お
しっこが出ない状態が慢性的に続くと尿意がなくなりただ
尿漏れだけを訴える人もいますが、この時すでに腎不全に
なっていることもあります。尿閉は風邪薬や大量の飲酒が
誘因となることもありますので注意が必要です。
　以上 3 つの代表的尿失禁を紹介しましたが、ほとんど
の尿失禁は改善されるので尿漏れは恥ずかしいと思わない
で泌尿器科医に相談してください。
　

※健康保険証を持参してください。
※夜間の診療は午後９時45分までに受付をしてください。
※４月30日～５月１日は、休日急患診療所は休診します。５月
２日は、午後８時～10時の夜間診療のみ実施します。４月27日
～５月６日に受診できる医療機関を市ホームページで掲載して
いますので、ご確認ください。

みんなの健康ガイド
健やかで安心して暮らせるまちへ

※４月21日㈰の寺坂医院の耳鼻咽喉科診療は、県事業により午
後５時まで実施します。


